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平成２２年度地方債計画について

１ 策定方針

平成２２年度地方債計画は、極めて厳しい地方財政の状況の下で、地域主権の確立に向け、地域

に必要なサービスを確実に提供できるよう地方財源の不足に対処するための措置を講じるととも

に、地方公共団体が、必要性の高い分野への重点的な投資を行えるよう、所要の地方債資金の確保

を図ることとして策定している。

なお、平成２２年度から３年間で、財政健全化計画又は公営企業経営健全化計画を策定し、徹底

した行政改革・経営改革を行う地方公共団体を対象に、１．１兆円規模の公的資金（旧資金運用部

資金、旧簡易生命保険資金、旧公営企業金融公庫資金）の補償金免除繰上償還を行うこととし、そ

の財源として必要に応じ借換債を発行できることとしている。

２ 概 況

上記の方針に基づいて策定した結果、平成２２年度の地方債の総額は下表のとおり１５兆

８，９７６億円となり、前年度に比べて１兆７，１３２億円、１２．１％の増となっている。

このうち、普通会計分は１３兆４，９３９億円で、前年度に比べて１兆６，６１０億円、

１４．０％の増となっている。

また、公営企業会計等分は２兆４，０３７億円で、前年度に比べて５２２億円、２．２％の増と

なっている。

（単位：億円、％）

平成２２年度 平成２１年度 増 減 額 増 減 率
区 分

(A) (B) (A)-(B) (C) (C)/(B)×100

普通会計分 １３４，９３９ １１８，３２９ １６，６１０ １４．０
通常分 ４２，０７０ ４８，１４３ △ ６，０７３ △ １２．６
特別分 ９２，８６９ ７０，１８６ ２２，６８３ ３２．３
臨時財政対策債 ７７，０６９ ５１，４８６ ２５，５８３ ４９．７
財源対策債 １０，７００ １２，９００ △ ２，２００ △ １７．１
退職手当債 ４，９００ ５，７００ △ ８００ △ １４．０
調 整 ２００ １００ １００ １００．０

公営企業会計等分 ２４，０３７ ２３，５１５ ５２２ ２．２

総 計 １５８，９７６ １４１，８４４ １７，１３２ １２．１
通常分 ６６，１０７ ７１，６５８ △ ５，５５１ △ ７．７
特別分 ９２，８６９ ７０，１８６ ２２，６８３ ３２．３

（注）公営企業会計等分はすべて通常分である。



３ 地方債計画の特色

(1) 公債費負担対策

高金利の地方債の公債費負担を軽減するため、平成２２年度から３年間で、１．１兆円程度の

年利５％以上の公的資金（旧資金運用部資金、旧簡易生命保険資金及び旧公営企業金融公庫資金）

の補償金免除繰上償還を行うこととし、その財源として必要に応じ借換債を発行できることとし

ている。

(2) 臨時財政対策債の発行

地方財源の不足に対処するため、地方財政法第５条の特例として臨時財政対策債７兆

７，０６９億円を計上している。

(3) 地域活性化事業の推進

自然環境、エネルギー、食料、歴史文化資産等の地域資源を最大限活用する仕組みを創り上げ

ていくことにより、「地域の自給力と創富力を高める地域主権型社会」への転換を図る「緑の分

権改革」の考え方の下、地方公共団体が行う地域の活性化を図るための所要額を計上している。

(4) 地方公営企業による生活関連社会資本の整備の推進

上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備を着実に推進することと

し、事業の実施状況等を踏まえ、所要額を計上している。

(5) 行政改革に寄与する地方債の発行

① 退職手当債

団塊の世代の大量定年退職等に伴う退職手当の大幅な増加に対処するため、将来の人件費の

削減に取り組む地方公共団体を対象に、退職手当債４，９００億円を計上している。

② 行政改革推進債

自主的に行政改革を推進し財政の健全化に取り組む団体が、通常の地方債に加え、行政改革

推進債を充当することができることとし、３，２００億円を計上している。

(6) 旧合併特例事業の措置

「市町村の合併の特例に関する法律（旧合併特例法）」及び「市町村の合併の特例等に関する

法律 （現行合併特例法）」に基づき平成２２年３月末までに合併した市町村に対する合併特例事

業債及び合併推進事業債について、旧合併特例事業債として所要額を計上している。

(7) 公営企業借換債の確保

旧公営企業金融公庫資金に係る公営企業借換債については、３００億円を計上している。



４ 地方債資金の確保

(1) 公的資金

公的資金については、臨時財政対策債の急増に対処するため、地方公共団体金融機構資金を

３，２６０億円増額するとともに、財政融資資金を４，０５０億円増額することにより、６兆

４，９８０億円を確保している。なお、臨時財政対策債については、前年度と同割合の公的資金

を確保している。

(2) 民間等資金

民間等資金については、その円滑な調達を図るため、市場公募団体の拡大や共同発行市場公募

地方債及び住民参加型市場公募地方債の発行を引き続き推進することとし、市場公募地方債４兆

３，０００億円（対前年度６，３００億円、１７．２％増）を計上している。

（単位：億円、％）

平成２２年度計画額 平成２１年度計画額 差 引 増 減 率
区 分

構成比 構成比 (A)-(B) (C)/(B)
(A) (B) (C) ×100

公 的 資 金 64,980 40.9 57,670 40.7 7,310 12.7

財 政 融 資 資 金 43,390 27.3 39,340 27.7 4,050 10.3

地方公共団体金融機構資金 21,590 13.6 18,330 12.9 3,260 17.8

（国の予算等貸付金） ( 1,185) － ( 1,819) － (△ 634) (△ 34.9)

民 間 等 資 金 93,996 59.1 84,174 59.3 9,822 11.7

市 場 公 募 43,000 27.0 36,700 25.9 6,300 17.2

銀 行 等 引 受 50,996 32.1 47,474 33.5 3,522 7.4

合 計 158,976 100.0 141,844 100.0 17,132 12.1

（注） １ 市場公募地方債については、借換債を含め７兆４，５００億円（前年度比６，７００

億円、９．９％増）を予定している。

２ 国の予算等貸付金の（ ）書は、地方道路整備臨時貸付金、災害援護資金など国の予

算等に基づく貸付金を財源とするものであって合計には含めていない。


